
第４５号議案  

 

   東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２２年６月３日  

 

提出者 東京都台東区長  吉    住     弘  

 

（提案理由）  

 この案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）の改正に伴い、

規定の整備を図る等のため提出します。  

 



   東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例（平成１２年３月台東区条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第１１条第１項中「当該子の同居の親族」を「職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から

翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態とし

て当該子を養育することができるもの」に、「定めるもののない

職員に限る。」を「定める者に該当する場合における当該職員を

除く。」に改め、「（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。以下同じ。）」を削り、同条第２項中「（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を削り、

「前項中「当該子」とあるのは「当該要介護者」と、「養育」と

あるのは「介護」」を「同項中「小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）で当該子の親である

ものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。

以下同じ。）において常態として当該子を養育することができる

ものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。）が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある

職員が当該要介護者を介護」」に改める。 

 第１１条の次に次の２条を加える。 



（３歳に満たない子の育児を行う職員の超過勤務の制限） 

第１１条の２ 教育委員会は、３歳に満たない子のある職員が当

該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場

合を除き、第１０条に規定する勤務（以下「超過勤務」とい

う。）をさせてはならない。ただし、災害その他避けることの

できない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限

りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児を行う

職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認

を得て、教育委員会規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護

を行う職員の超過勤務の制限） 

第１１条の３ 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職

務に支障がある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超

えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避け

ることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合

は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。

この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある

職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するま

での子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限

に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規



則で定める。 

 第１７条第１項中「及び子の看護のための休暇」を「、子の看

護のための休暇及び短期の介護休暇」に改める。 

 第１８条第１項中「介護休暇」の次に「（前条第１項に規定す

るものを除く。以下この条において同じ。）」を加える。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年６月３０日から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この条例による改正後の第１１条に規定する深夜における勤

務の制限に係る請求並びに改正後の第１１条の２及び第１１条

の３に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。  


